がん治療に伴うウィッグ等の購入費を助成します
～アピアランスケア用品購入費助成事業～

村では、がん治療に伴う外見の変化による心理的・経済的負担を軽減し、安心して治療や社会生活を送っていただけるよう、医療用補整具（アピアランスケア用品）の購入費の一部を助成します。

■ 対象となる方（次の①・②どちらも該当する方）
① 申請時に村内に住所を有する方
② がんと診断され、治療（手術・薬物療法・放射線療法等）を受けた、または現在受けている方
■ 助成の対象となる用品（令和８年４月１日以降に購入したもの）
・医療用ウィッグ、ファッションウィッグ（装着時に必要なネット・インナーキャップを含む）
・毛髪付き帽子
・人工乳房、補整下着等の胸部補整具
※乳房再建術により体内に埋め込まれたものは対象外
■ 助成額
購入費の2分の1（上限3万円）　※100円未満切り捨て
■ 申請の流れ
 申請書兼請求書に必要書類を添えて提出
【添付書類】
・対象用品の領収書および明細書の写し
・がん治療を受けていることを証明する書類の写し（診断書、治療方針計画書、説明書等いずれか）
※証明書類がない場合は、専用様式をお渡しします。
医療機関へ作成を依頼してください。
・振込口座が確認できる書類（通帳等）の写しを提出
※印鑑（シャチハタ以外）が必要です。
■ 対象とならないもの
・医療保険が適用されるもの
・ケア用品（クリーナー等）
・送料、交通費、手数料、商品券や割引分
・修理費
・診断書等の文書作成料

【申請・お問い合わせ先】
風間浦村役場　住民課　☎ 0175-35-3111
